










まとめ:

  1)羊水染色体検査の相談のため来院した妊婦について,その後検査を受けたか否かに関

与したと推測される項目は,検査を希望した動機,年齢,来院した経緯,人工中絶に対する認

識であった.すなわち,"異常児出産の既往がある","40 歳以上の高年齢である","本人の意

志で来院した","胎児異常を中絶の適応として認める"妊婦ではそれぞれ,より高率に検査

を受ける傾向があった.一方,分娩歴・職業との関連は認められなかった.

  2)検査を受けた妊婦のうち約 75%は,検査に臨む際,児に異常が判明したときは中絶手術

を受ける心構えであった.この比率は.前年度の非妊婦を対象とした調査で得られた比率

(50%)を大きく上回っていた.また,約 30%が異常の程度に係わらず中絶手術を受けるとし,

この比率も非妊婦より高かった.

  3)検査を受けなかった妊婦ではその理由として,人工中絶という解決手段に否定的な解

答("児に異常があろうとも享受する気持ちになった"ならびに"中絶をするか否かの選択し

かない")が合わせて約 40%を占めた.この比率は,検査の危険性を埋由とする妊婦のそれに

相当した.

  以上のように,出生前診断を受けるかという問題に直面した女性は,  自らか異常児を持

つリスクと検査自体の危険性のどちらを優先するかのみならず,解決法として人工中絶し

か残されていない現況を許容できるかについても選択を迫られていることが浮き彫りにさ

れた.そして,後者は最終的決定の際に,前者と同様のウエートを占めていることが示され

た.また,検査日直前になってキャンセルする例をしぱしば経験しており,その選択の難し

さが窺われる.出生前診断を実施する,あるいは推進するにあたっては,この様な女性の心

理的ストレスや外傷に対して充分に配慮する必要性があると考えられた.


